
平成30年10月19日

入学予定者及び編入学予定者　各位

学　長　　　鈴　木　淳　一

１． 対象災害

北海道胆振東部地震による災害の災害救助法適用の地区(厚生労働省発表)。

２． 減免措置

上記書類は、準備が整い次第提出とする

・申請書類：「減免願」1部
・添付書類：所得証明書または離職証明書1部、
生活状況調書1部

②学費等納付金負担
者の居住自宅が全壊
の場合

平成31年度学費等納付金の内、授業料・施
設設備費を全額免除。
（入学予定者は上記に加え、入学金・委託
徴収費含み免除）

・申請書類：「減免願」:1部
・添付書類:り災（被災)証明書(市町村等で発
行)1部

③学費等納付金負担
者の居住自宅が半壊
の場合

平成31年度学費等納付金の内、春学期授業
料を全額免除。
（入学予定者は入学金・委託徴収費の分延
納可）

・申請書類：「減免願」:1部
・添付書類:り災（被災)証明書(市町村等で発
行)1部
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　平成３０年９月６日（木）に発生しました、北海道胆振東部地震で被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。
　本学では、入学予定者及び編入学予定者が、この度の地震で被災された場合、下記の被災状況により授業料等の減免およ
び救済措置をいたします。
　該当する場合は申請手続きを行ってください。

①学費等納付金負担
者が死亡の場合

平成31年度学費等納付金の内、授業料・施
設設備費を全額免除。
（入学予定者は上記に加え、入学金・委託
徴収費含み免除）

・申請書類：「減免願」1部
・添付書類：埋・火葬許可書または死亡診断書
いずれか1部

北海道胆振東部地震で被災された入学予定者及び
編入学予定者への対応について

④学費等納付金負担
者が失職または休職
に伴う経済急変等

平成31年度学費等納付金の内、春学期授業
料を全額免除。
（入学予定者は入学金・委託徴収費の分延
納可）



(1)

(2)
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≪参考≫ 平成31年度学費等納付金

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円合 計 687,500 445,000

施 設 設 備 費 60,000 60,000

委 託 徴 収 費 42,500 －

入 学 金 200,000 －

授 業 料 385,000 385,000

り災(被災)証明書：被災地域の市町村役所(役場)又はその他公的機関、若しくはこれに準ずる機関が発行す
るもの。

本件の申請：上記表を参照のうえ、申請書類平成31年6月30日までに送付してください。

平成31年度学費納付金について、既に納入済みの場合、各状況措置での減免金額の差額を返還いたします。

春学期 秋学期

減免措置についての問い合わせ
札幌大学入学センター0120-15-3201


